
秋の受章結果の秋の秋の秋の秋の秋の秋の秋の秋の秋の秋の秋の秋秋秋秋 受受章受章受章受章受章受章受章受章受章受章受章受章受章 果果果果結果結果結果結果結果結果結果結果結果結果結果結結秋の秋の秋の秋の秋の秋の秋の秋の秋の秋の秋の秋の秋の秋秋の秋秋のののののののののの受章受章受章受章受章受章受章受章受章受章受章受章受章受章受章受章受章受章章結果結果結果結果結果結果結果結果結果結果結果結果結果結果結果結果結結結結結結結結結秋の秋の秋の秋の秋の秋の秋の秋の秋の秋の秋の秋の秋の秋秋秋秋のののののののののの受章受章受章受章受章受章受章受章受章受章受章受章受章受章受章受章受章結果結果結果結果結果結果結果結果結果結果果結果結果結果結果結果結結結結結結結結
平成30年度
秋の受章結果
　9月22日㊏に開催
された交通安全総ぐ
るみ大会で、町から
は10人の優良運転者
が表彰されました。

町民生活課 生活環境室
☎26-2243（直通）

問い合わせ先

町政ニュース

成
人
式
開
催
の
ご
案
内

20
歳
の
門
出
を
お
祝
い
し
ま
す

優
良
自
動
車
運
転
者
表
彰
の
受
け
付
け

無
事
故
・
無
違
反
の
人
を
表
彰
し
ま
す

　

町
で
は
、新
成
人
の
皆
さ
ま
の

門
出
を
祝
し
て「
平
成
31
年
吉
岡

町
成
人
式
」を
開
催
し
ま
す
。参
加

を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

▼
期
日　

平
成
31
年
１
月
13
日
㊐

▼
時
間　

午
前
10
時

（
午
前
９
時
30
分
受
け
付
け
開
始
）

▼
場
所　

文
化
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ル

▼
対
象（
平
成
31
年
春
）

▼
対
象　

平
成
10
年
４
月
２
日
〜

平
成
11
年
４
月
１
日
生
ま
れ
で
町

に
住
所
を
有
す
る
人
、ま
た
は
吉

岡
中
学
校
を
卒
業
し
た
人

※
対
象
者
に
は
案
内
は
が
き
を
送

付
し
ま
し
た
。は
が
き
が
届
い
て

い
な
い
人
は
、お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

教
育
委
員
会
事
務
局 

生
涯
学
習
室

☎
54
・
１
０
５
４（
直
通
）
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勤
労
者
住
宅
資
金
利
子
補
給

勤
労
者
の
住
宅
建
設
の
促
進
と
福
祉
の
向
上
の
た
め
に

　

町
で
は
、住
宅
建
設
資
金
に
対
す

る
利
子
補
給
を
行
っ
て
い
ま
す
。

▼
対
象（
す
べ
て
を
満
た
す
人
）

①
給
与
所
得
者

②
金
融
機
関
か
ら
資
金
を
借
り
入

れ
、町
内
に
専
用
住
宅
を
新
築
ま

た
は
新
築
さ
れ
た
専
用
住
宅
を
購

入
し
た
人

③
当
該
住
宅
に
住
民
登
録（
住
民

票
）が
あ
り
居
住
し
て
い
る
人

④
町
税
を
完
納
し
て
い
る
人

⑤
平
成
29
年
２
月
か
ら
平
成
30
年

１
月
の
間
に
借
入
金
の
返
済
を
開

始
し
た
人

※
共
有
住
宅
に
あ
っ
て
は
代
表
者

１
人
の
申
請
と
な
り
ま
す
。

▼
利
子
補
給
の
金
額
お
よ
び
期
間

　

金
融
機
関
か
ら
資
金
を
借
り
入

れ
た
額
の
う
ち
１
千
万
円
以
内
に

対
し
て
年
利
１
．０
％
の
利
率
で

計
算
し
た
額
を
限
度
と
し
ま
す
。交

付
期
間
は
、借
入
金
の
返
済
を
開
始

し
た
月
か
ら
１
年
以
内
で
す
。

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

①
吉
岡
町
勤
労
者
住
宅
資
金
利
子
補

給
金
交
付
申
請
書（
様
式
第
１
号
）

②
住
宅
新
築
調
書（
様
式
第
２
号
）

③
利
子
支
払
証
明
書（
様
式
第
３
号
）

※
資
金
を
借
り
入
れ
た
金
融
機
関

に
記
入
し
て
も
ら
う
書
類
で
す
。

証
明
書
の
発
行
期
間
は
金
融
機
関

に
よ
り
異
な
り
ま
す
。申
請
期
間

に
間
に
合
う
よ
う
あ
ら
か
じ
め
金

融
機
関
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

④
融
資
機
関
の
返
済
予
定
明
細
表

の
写
し

⑤
建
物
平
面
図
の
写
し

⑥
請
負
契
約
書
の
写
し
ま
た
は
売

買
契
約
書
の
写
し

⑦
建
築
主
事
の
建
築
基
準
法
第
７
条

第
５
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
済
証
の

写
し
ま
た
は
指
定
確
認
検
査
機
関
の

建
築
基
準
法
第
７
条
の
２
第
１
項
の

規
定
に
よ
る
検
査
済
証
の
写
し

⑧
平
成
30
年
給
与
所
得
の
源
泉
徴

収
票
の
写
し

⑨
町
税
の
完
納
証
明
書（
平
成
31

年
１
月
発
行
の
証
明
書
）

※
証
明
手
数
料
は
自
己
負
担
で
す
。

各
様
式
は
産
業
振
興
室
窓
口
で
受

け
取
る
か
、町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
期
間（
開
庁
時
間
）

平
成
31
年
１
月
４
日
㊎
〜
31
日
㊍

▼
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

産
業
建
設
課 

産
業
振
興
室

☎
26
・
２
２
８
０（
直
通
）

▼
申
し
込
み
締
め
切
り

役
場
生
活
環
境
室
で
の
受
け
付
け

平
成
31
年
１
月
11
日
㊎

渋
川
交
通
安
全
協
会
で
の
受
け
付
け

平
成
31
年
１
月
31
日
㊍

今月の納税今月の納税

納期限　12月25日㊋

コンビニエンスストアでも納付できます。
また、便利で確実な口座振替も

ご利用ください。

固定資産税　　 ………4期
国民健康保険税 ………6期

納期限　1月４日㊎

介護保険料　　 　　…6期後期高齢者医療保険料 

▼
申
し
込
み
に
必
要
な
も
の

□
印
鑑　

□
運
転
免
許
証

□
無
事
故
無
違
反
証
明
書
発
行
手

数
料（
６
３
０
円
）

※
協
会
で
申
し
込
む
場
合
は
、無
事

故
無
違
反
証
明
を
自
分
で
取
得
す
る

か
、申
請
時
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

各章 無事故・
無違反期間

旭日金冠章 40年

金冠金章 30年

金冠銀章 20年

金　　章 15年

銀　　章 10年

銅　　章 5年

前段階の章を受章し、過去に
同じ章の表彰を受けていない人



７ 吉岡町役場 ☎ 54̶3111（代表）

家
屋
滅
失
届
・
未
登
記
家
屋
に
関
す
る
報
告
書

家
屋
の
滅
失
・
所
有
者
変
更
時
に
は
ご
提
出
を

未
評
価
家
屋
な
ど
の
調
査
の
お
知
ら
せ

調
査
へ
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

障
害
者
へ
の
虐
待

み
ん
な
で
防
ご
う
！

よ
し
お
か
ほ
っ
と
メ
ー
ル

情
報
メ
ー
ル
で
安
心
安
全
を
サ
ポ
ー
ト

　

虐
待
に
よ
っ
て
障
害
者
の
権
利

や
尊
厳
が
脅
か
さ
れ
な
い
よ
う
、

平
成
24
年
10
月
に「
障
害
者
虐
待

防
止
法
」が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。こ

の
法
律
で
は
、虐
待
を
受
け
て
い

る
障
害
者
へ
の
支
援
は
も
ち
ろ

ん
、気
付
い
た
人
の
通
報
義
務
も

定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

●
身
体
に
傷
が
頻ひ

ん

繁ぱ
ん

に
見
ら
れ
る

●
急
に
人
に
お
び
え
る
よ
う
に
な

　

っ
た

●
い
つ
も
同
じ
服
を
着
せ
ら
れ
て

　

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
登
録
す
れ

ば
、ス
マ
ホ
や
パ
ソ
コ
ン
で
町
か

ら
の
情
報
を
受
信
で
き
ま
す
。

※
登
録
は
無
料
で
す
が
、登
録
や

メ
ー
ル
の
受
信
に
お
け
る
通
信
料

は
登
録
者
の
負
担
に
な
り
ま
す
。

　

固
定
資
産
税
は
、毎
年
１
月
１

日
現
在
所
有
し
て
い
る
土
地
や
家

屋
、償
却
資
産
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

家
屋
を
取
り
壊
し
た
と
き
や
家
屋

の
所
有
者
変
更
時
に
は
、税
務
室

へ
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

財
務
課 

税
務
室

☎
26
・
２
２
３
７（
直
通
）

　

町
で
は
、固
定
資
産
税
の
課
税

対
象
と
な
る
家
屋
を
正
確
に
把
握

す
る
た
め
に
、未
評
価
家
屋
な
ど

の
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、航
空
写
真
と
町

の
課
税
台
帳
を
照
ら
し
合
わ
せ
、

新
築
・
増
築
し
た
も
の
で
評
価
が

済
ん
で
い
な
い
家
屋
や
、取
り
壊

し
な
ど
が
あ
る
家
屋
を
現
地
で
確

認
す
る
調
査
で
す
。必
要
に
応
じ

て
、建
築
年
な
ど
を
伺
う
こ
と
が

あ
り
ま
す
の
で
、ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

　

い
る
、異
臭
が
す
る

●
食
事
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い

●
生
活
に
必
要
な
金
銭
を
渡
さ
れ

　

て
い
な
い

な
ど
、虐
待
が
疑
わ
れ
る
こ
と
が

あ
れ
ば
、虐
待
防
止
セ
ン
タ
ー
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
相
談
・
問
い
合
わ
せ
先

渋
川
広
域
障
害
者
虐
待
防
止
セ
ン

タ
ー（
渋
川
ほ
っ
と
プ
ラ
ザ
内
）

☎
０
９
０
・
２
７
６
８
・
３
３
８
８

（
24
時
間
対
応
）

▼
問
い
合
わ
せ
先

町
民
生
活
課 

生
活
環
境
室

☎
26
・
２
２
４
３（
直
通
）

家屋滅失届
を提出

登記されていない
家屋の所有者が
変更になったとき

未登記家屋に
関する報告書

を提出

※いずれの書式も、税務室窓口で
　受け取るか、町ホームページから
　ダウンロードしてください。

家屋
（物置なども含む）
を取り壊したとき

　

調
査
の
と
き
は
、職
員
証
な
ど

の
身
分
証
を
携
行
し
て
い
ま
す
。

な
り
す
ま
し
や
不
審
者
と
思
わ
れ

る
場
合
に
は
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

財
務
課 

税
務
室

☎
2 6
・
２
２
３
７（
直
通
）

●
災
害
・
緊
急
情
報

●
気
象
情
報

●
防
犯
・
見
守
り
情
報

●
火
災
情
報

●
よ
し
お
か
ほ
っ
と
ニ
ュ
ー
ス

配 

信 

情 

報

登録はこちら
 URL  https://service.sugumail.
com/yoshioka/member/

操作や登録で
分からないことは
コールセンター
☎0570-055-783 へ
受付時間は祝日を除く
○～○の 9:00 ～ 18:00

または、　 t-yoshioka@sg-m.jp へ
空メールをお送りください。

月 金

政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ること、
有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることは、
公職選挙法で禁止されています。

▼問い合わせ先　吉岡町選挙管理委員会　☎26-2240（直通）

①政治家の寄附の禁止
②政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
③政治家の関係団体の寄附の禁止
④後援団体の寄附の禁止

⑤年賀状などのあいさつ状の禁止
　（答礼のための自筆によるものを除く）
⑥あいさつを目的とする有料広告の禁止


